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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　直流電力の供給及び供給停止を指示するための操作入力部と；
　電気器具と給電ラインで接続され、この給電ラインによって前記電気器具へ直流電力を
供給するとともに、前記給電ラインに設けられたスイッチ接点と；
　前記操作入力部が直流電力の供給停止を指示した場合に、前記電気器具へ電力遮断の通
知を行う通知手段と；
　前記電力遮断の通知の後に電気器具において電流を減少させる電力供給制御が行われた
ことを検出すると、前記スイッチ接点を開放する制御手段と；
　を具備することを特徴とする直流電力スイッチ装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記スイッチ接点においてアークが発生しない電流値まで電流を減少
させる電力供給制御が行われた状態を検出すると、スイッチ接点を開放することを特徴と
する請求項１に記載の直流電力スイッチ装置。
【請求項３】
　前記スイッチ接点は、複数の電気機器に接続される複数のスイッチ接点により構成され
、
　前記通知手段は、前記操作入力部が所望の電気機器への直流電力の供給停止を指示した
場合に、対応する電気器具へ電力遮断の通知を行い、
　前記制御手段は、前記通知の後に該当電気器具において電流を減少させる電力供給制御
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が行われたことを検出すると、対応するスイッチ接点を開放することを特徴とする請求項
１または２に記載の直流電力スイッチ装置。
【請求項４】
　電気器具から電力供給制御の通知を受け取る受信手段を備え、
　制御手段は、前記受信手段において電力供給制御の通知を受け取った場合に、前記スイ
ッチ接点を開放することを特徴とする請求項１または２に記載の直流電力スイッチ装置。
【請求項５】
　電気器具へ電力遮断の通知を行ったときからの時間を計時するタイマを備え、
　前記制御手段は、前記タイマにより所定時間の経過を検出した場合に、前記スイッチ接
点を開放することを特徴とする請求項１または２に記載の直流電力スイッチ装置。
【請求項６】
　給電ラインに流れる電流を検出する検出手段を備え、
　前記制御手段は、前記検出手段により検出電流量が所定以下となったことを検出した場
合に、前記スイッチ接点を開放することを特徴とする請求項１または２に記載の直流電力
スイッチ装置。
【請求項７】
　電力遮断の通知に対する応答として電力供給制御の通知を電気機器から受け取る受信手
段と、
　前記給電ラインに流れる電流を検出する検出手段と、を備え、
　前記制御手段は、前記受信手段において電力供給制御の通知を受け取ると共に、前記検
出手段において検出電流量が所定以下となったことを検出した場合に、前記スイッチ接点
を開放することを特徴とする請求項１または２に記載の直流電力スイッチ装置。
【請求項８】
　前記操作入力部が直流電力の供給を指示した場合に、前記スイッチ接点を閉じた後に電
気器具へ電力供給の通知を行うことを特徴とする請求項１ないし７のいずれか一に記載の
直流電力スイッチ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明の実施形態は、照明器具などの電気的負荷に直流電力を供給及び供給停止する
ための壁スイッチなどの直流電力スイッチ装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　電気的負荷を有する各種の電気機器においては、交流を直流に変換して電気的負荷へ供
給するものが多く、最初から直流を供給するようにすれば、交流／直流変換回路などの構
成を省略することができ、電力の変換ロスを軽減し、小型化やコスト低減を図ることがで
きる。
【０００３】
　一方、太陽光発電をはじめとして、近年注目されている自然エネルギーを利用した発電
により得られる電力は直流であり、これをそのまま電気的負荷に供給すると効率的である
。
【０００４】
　ところで、照明負荷などの調光を含む点灯制御のためには、壁スイッチなどのリモート
スイッチを電源と照明負荷との間に配置している。係る配線状態において、照明負荷の点
灯状態から消灯へ移行させる場合には、リモートスイッチにおいて電源供給を遮断するこ
とになる。この場合に、直流が供給されていると、スイッチ接点にアークが発生し、スイ
ッチ接点に損傷を与える虞がある。
【０００５】
　スイッチ接点に生じるアークへの対策をするものではないが、電流量の目安を表示する
ＬＥＤを備えた電源コンセントが知られている（特許文献１参照）。
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【０００６】
　上記の構成を備えることによって、電流量の目安が表示されるために注意喚起されるが
、電源遮断の操作を行うとアークが発生し、スイッチ接点に損傷を与える虞があるという
問題が解決されるものではない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００１－１９６１３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は上記のような直流電力スイッチ装置の現状に鑑みてなされたもので、その目的
は、電気的負荷に対する電源遮断を行う場合に、アークが発生することなく、従って安全
に直流電源遮断を行うことが可能な直流電力スイッチ装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の実施形態に係る直流電力スイッチ装置は、直流電力の供給及び供給停止を指示
するための操作入力部と；電気器具と給電ラインで接続され、この給電ラインによって前
記電気器具へ直流電力を供給するとともに、前記給電ラインに設けられたスイッチ接点と
；前記操作入力部が直流電力の供給停止を指示した場合に、前記電気器具へ電力遮断の通
知を行う通知手段と；前記電力遮断の通知の後に電気器具において電流を減少させる電力
供給制御が行われたことを検出すると、前記スイッチ接点を開放する制御手段と；を具備
することを特徴とする。
 
【発明の効果】
【００１０】
　本発明に係る直流電力スイッチ装置によれば、操作入力部が直流電力の供給停止を指示
した場合に、電気器具へ電力遮断の通知を行い、その後に電気器具において電気的負荷へ
の電流を減少させる電力供給制御が行われたことを検出すると、スイッチ接点を開放する
ので、給電ラインの電流が減少してからスイッチ接点の開放がなされることになり、安全
に直流電力を遮断することが期待できる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明に係る直流電力スイッチ装置の第１の実施形態を示す構成図。
【図２】本発明に係る直流電力スイッチ装置の第２の実施形態を示す構成図。
【図３】本発明に係る直流電力スイッチ装置の第３の実施形態を示す構成図。
【図４】本発明に係る直流電力スイッチ装置の第４の実施形態を示す構成図。
【図５】本発明に係る直流電力スイッチ装置の第５の実施形態を示す構成図。
【図６】本発明に係る直流電力スイッチ装置の第６の実施形態を示す構成図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明の実施形態に係る直流電力スイッチ装置は、直流電力の供給及び供給停止を指示
するための操作入力部と；電気器具へ直流電力を供給する給電ラインに設けられたスイッ
チ接点と；操作入力部が直流電力の供給停止を指示した場合に、電気器具へ電力遮断の通
知を行う通知手段と；前記通知の後に電気器具において電流を減少させる電力供給制御が
行われたことを検出すると、スイッチ接点を開放する制御手段と；を具備することを特徴
とする。
【００１３】
　電気器具は、例えば、照明負荷などの電気的負荷が接続されたものや電気的負荷と一体
に形成されたものであってもよく、電力消費される対象に対して電流のオンオフ等の電力
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供給制御を行う全てのものが含まれる。通知手段による通知は、給電ラインに信号を重畳
させることにより行っても良いし、給電ラインとは別に信号線を設けて送信するようにし
ても良い。通知手段による通知は、有線のみならず無線の通信を含むものである。電流を
減少させる電力供給制御は、電流が０になるまで減少させても良いが、スイッチ接点を開
放する場合に接点間でアークが発生しない程度まで電流を減少させればよい。
【００１４】
　本発明の実施形態に係る直流電力スイッチ装置では、制御手段は、スイッチ接点におい
てアークが発生しない電流値まで電流を減少させる電力制御が行われた状態を検出すると
、スイッチ接点を開放することを特徴とする。
【００１５】
　本発明の実施形態に係る直流電力スイッチ装置では、スイッチ接点は、複数の電気機器
に接続される複数のスイッチ接点により構成され、通知手段は、操作入力部が所望の電気
機器への直流電力の供給停止を指示した場合に、対応する電気器具へ電力遮断の通知を行
い、制御手段は、前記通知の後に該当電気器具において電流を減少させる電力供給制御が
行われたことを検出すると、対応するスイッチ接点を開放することを特徴とする。
【００１６】
　本発明の実施形態に係る直流電力スイッチ装置は、電気器具から電力供給制御の通知を
受け取る受信手段を備え、制御手段は、受信手段において電力供給制御の通知を受け取っ
た場合に、スイッチ接点を開放することを特徴とする。
【００１７】
　本発明の実施形態に係るに係る直流電力スイッチ装置は、電気器具へ電力遮断の通知を
行ったときからの時間を計時するタイマを備え、制御手段は、タイマにより所定時間の経
過を検出した場合に、スイッチ接点を開放することを特徴とする。
【００１８】
　本発明の実施形態に係るに係る直流電力スイッチ装置は、給電ラインに流れる電流を検
出する検出手段を備え、制御手段は、検出手段により検出電流量が所定以下となったこと
が検出した場合に、スイッチ接点を開放することを特徴とする。
【００１９】
　本発明の実施形態に係るに係る直流電力スイッチ装置は、通知に対する応答を電気機器
から受け取る受信手段と、給電ラインに流れる電流を検出する検出手段と、を備え、制御
手段は、受信手段において電力制御の通知を受け取ると共に、検出手段において検出電流
量が所定以下となったことを検出した場合に、スイッチ接点を開放することを特徴とする
。
【００２０】
　本発明の実施形態に係るに係る直流電力スイッチ装置は、操作入力部が直流電力の供給
を指示した場合に、スイッチ接点を閉じた後に電気器具へ電力供給の通知を行うことを特
徴とする。
【００２１】
　以下、添付図面を参照して本発明に係る直流電力スイッチ装置の実施例を説明する。各
図において同一の構成要素には、同一の符号を付して重複する説明を省略する。
【００２２】
　図１には、第１の実施形態に係る直流電力スイッチ装置としての壁スイッチ１０と、照
明負荷２０に対し電力供給制御を行う電気器具である照明制御器３０とにより、構成され
る照明システムの構成図が示されている。
【００２３】
　壁スイッチ１０には、直流電源より電源側給電ライン２、２を介して直流電力が送られ
ている。壁スイッチ１０には、制御部１１、操作入力部１２、電源部１３、スイッチ接点
１４及び信号重畳／分離部１５が備えられている。
【００２４】
　電源部１３は、電源側給電ライン２、２を介して電力を取り込み、所定電圧に変換する
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などして制御部１１をはじめとして各部へ電力を供給する。電源側給電ライン２、２から
供給される直流電源は、スイッチ接点１４及び信号重畳／分離部１５を介して負荷側給電
ライン３、３へ到り、照明制御器３０へと送られている。
【００２５】
　操作入力部１２は、直流電力の供給及び供給停止を指示するためのもので、タクトスイ
ッチなどの手動操作部を備える。操作部を操作することで、操作入力部１２は、直流電力
の供給及び供給停止を制御部１１へ指示する。
【００２６】
　制御部１１は、操作入力部１２により直流電力の供給停止を指示された場合には、信号
重畳／分離部１５に照明制御器３０へ電力遮断の通知を行わせる。信号重畳／分離部１５
は送受信機能を備えており、負荷側給電ライン３、３に信号を重畳させて照明制御器３０
へ電力遮断の通知を行う通知手段である。
【００２７】
　照明制御器３０は、コントローラ３１、通信部３２及び電源部３３を備えている。通信
部３２は信号重畳／分離部１５と同様の機能を有し、負荷側給電ライン３、３を介して信
号重畳／分離部１５との間で信号の送受信を行う。通信部３２は、受信した信号から情報
を取り出してコントローラ３１へ送信し、コントローラ３１から受け取った情報を、負荷
側給電ライン３、３に信号として重畳し信号重畳／分離部１５へ送信する。
【００２８】
　電源部３３は、負荷側給電ライン３、３から取り込んだ直流電力の電圧を必要により変
換して、コントローラ３１と通信部３２へ与えると共に照明負荷２０にも供給する。電源
部３３からコントローラ３１と通信部３２へ供給される電流は、僅かな電流値である。ま
た、電源部３３には、照明負荷２０へ与える電力を作成する回路或いは給電を行う回路が
備えられ、この回路内には、半導体スイッチや可変抵抗により構成される電力供給調整部
３４が設けられている。
【００２９】
　コントローラ３１は、壁スイッチ１０から電力遮断の通知を受け取ると、電源部３３の
電力供給調整部３４を制御して、スイッチ接点１４においてアークが発生しない電流値ま
で電流を減少させる電力制御を行う。例えば、上記電力供給制御によって、負荷側給電ラ
イン３、３を流れる電流が、スイッチ接点１４においてアークが発生しない程度に微小ま
たはゼロとされる。この電力供給制御を行ったコントローラ３１は、通信部３２を制御し
て電力供給制御の通知を負荷側給電ライン３、３から壁スイッチ１０へ送らせる。
【００３０】
　この電力供給制御の通知は壁スイッチ１０において、信号重畳／分離部１５を介して制
御部１１が受け取る。制御部１１は電力供給制御の通知を受けて、スイッチ接点１４を開
放する。このとき、照明制御器３０では、電力供給調整部３４により電流量が、スイッチ
接点１４においてアークが発生しない程度に微小またはゼロとされている。すなわち、電
源部３３がコントローラ３１と通信部３２へ電力を供給していたとしても負荷側給電ライ
ン３、３に流れる電流はごく僅かであり、スイッチ接点１４の開放に拘らずアークは発生
することなく安全に電力遮断を行うことができる。
【００３１】
　次に、照明制御器３０へ電力を供給する場合について説明する。まず、操作入力部１２
の、照明制御器３０へ電力を供給させる操作部を操作すると、操作入力部１２が制御部１
１へ直流電力の供給を指示する。そして、制御部１１は、スイッチ接点１４を閉じた後に
信号重畳／分離部から照明制御器３０へ電力供給の通知を行う。ここで、スイッチ接点１
４を閉じた時点で照明制御器３０の電源部３３に電力が供給され、電源部３３がコントロ
ーラ３１および通信部３２に電力を供給するので、照明制御器３０は壁スイッチからの電
力供給の通知が受信可能な状態となる。なお、スイッチ接点１４を閉じても負荷側給電ラ
イン３、３に流れる電流量は、スイッチ接点１４においてアークが発生しないゼロまたは
微小電流であるためスイッチ接点１４でアークが発生することがない。
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【００３２】
　壁スイッチ１０から送信された電力供給の通知は、通信部３２で情報が取り出されコン
トローラ３１を介して電源部３３へ送られる。そして、電源部３３の電力供給調整部３４
により照明負荷２０への電力供給が制御される。
【００３３】
　この実施形態に係る直流電力スイッチ装置によれば、スイッチ接点１４を閉じた後に電
気器具としての照明制御器３０へ電力供給の通知を行うので、スイッチ接点１４にアーク
が生じない状態で直流電力を供給を開始することができる。
【００３４】
　上記のように、負荷側給電ライン３、３に流れる電流量が、スイッチ接点１４において
アークが発生しないゼロまたは微小のときにスイッチ接点１４を閉じることができるので
、スイッチ接点にアークが生じない状態で照明制御器３０に直流電力を供給することがで
きる。
【００３５】
　図２には、第２の実施形態に係る壁スイッチ１０Ａと照明制御器３０Ａの構成図が示さ
れている。この実施形態では、負荷側給電ライン３、３に信号を重畳させるのではなく、
有線または無線の回線４を介して送受信部１６と通信部３５とが信号の送受信を行い、電
力遮断の通知と電力供給制御の通知を送受する。それ以外の構成は第１の実施形態と同様
である。
【００３６】
　この実施形態では、操作入力部１２による操作によって、直流電力の供給及び供給停止
の指示が制御部１１へ与えられると、制御部１１は、送受信部１６を制御して照明制御器
３０Ａへ電力遮断の通知を送信させる。これに応じてコントローラ３１は、通信部３５を
介して壁スイッチ１０から電力遮断の通知を受け取り、電源部３３の電力供給調整部３４
を制御して、電流量をスイッチ接点１４においてアークが発生しない程度に微小またはゼ
ロとする電力供給制御を実行する。
【００３７】
　この電力供給制御を行ったコントローラ３１は、通信部３５を制御して電力供給制御の
通知を回線４を介して壁スイッチ１０Ａへ送らせる。この電力供給制御の通知は壁スイッ
チ１０Ａにおいて、送受信部１６を介して制御部１１が受け取る。制御部１１は電力供給
制御の通知を受けて、スイッチ接点１４を開放する。
【００３８】
　本実施形態に係る直流電力スイッチ装置によれば、電気器具としての照明制御器３０Ａ
から電力供給制御の通知を受け取った場合にスイッチ接点１４を開放するので、負荷側給
電ライン３、３の電流が減少した状態でスイッチ接点１４の開放を行うことが可能である
。
この構成によっても、スイッチ接点１４の開放に拘らずアークは発生することなく安全に
電力遮断を行うことができる。
【００３９】
　図３には、第３の実施形態に係る壁スイッチ１０Ｂと照明制御器３０Ｂの構成図が示さ
れている。この実施形態では、壁スイッチ１０Ｂに信号の送信を行う送信部１７が備えら
れ、照明制御器３０Ｂに信号の受信を行う受信部３６が備えられている。制御部１１Ｂは
、送信部１７を制御して照明制御器３０Ｂへ電力遮断の通知を送信させるだけで、返送を
受けることはない。
【００４０】
　制御部１１Ｂにはタイマ１８が接続されており（タイマ１８は、制御部１１Ｂが内蔵し
ていても良い）、制御部１１Ｂは、送信部１７を制御して照明制御器３０Ａへ電力遮断の
通知を送信したときに、タイマ１８を起動する。その後に、制御部１１Ｂは、タイマ１８
を監視し、所定時間が経過したときにスイッチ接点１４を開放する。上記所定時間は、コ
ントローラ３１が、壁スイッチ１０から電力遮断の通知を受け取り、電源部３３の電力供
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給調整部３４を制御して、電流量をスイッチ接点１４においてアークが発生しない程度に
微小またはゼロとするまでに要する時間にマージン時間を加えた時間である。
【００４１】
　この構成によれば、操作入力部１２による操作によって、直流電力の供給及び供給停止
の指示が制御部１１Ｂへ与えられると、制御部１１Ｂは、送信部１７を制御して照明制御
器３０Ｂへ電力遮断の通知を送信させる。これに応じてコントローラ３１は、受信部３６
を介して壁スイッチ１０Ｂから電力遮断の通知を受け取り、電源部３３の電力供給調整部
３４を制御して、電流量をスイッチ接点１４においてアークが発生しない程度に微小また
はゼロとする電力供給制御を実行する。
【００４２】
　その後は、前述の通り、制御部１１Ｂはタイマ１８を起動し、タイマ１８を監視し、所
定時間の経過を検出したときに、スイッチ接点１４においてアークが発生しない電流値ま
で電流を減少させる電力制御が行われた状態を検出して、スイッチ接点１４を開放する。
【００４３】
　この実施形態に係る直流電力スイッチ装置によれば、電気器具としての照明制御器３０
Ｂへ電力遮断の通知を行ったときから所定時間の経過を検出した場合に、スイッチ接点１
４を開放するので、照明制御器３０Ｂにより電力遮断が行われた後に、負荷側給電ライン
３、３の電流が、スイッチ接点１４においてアークが発生しない電流値まで減少した状態
でスイッチ接点１４の開放を行うことができる。この構成によっても、スイッチ接点１４
の開放に拘らずアークは発生することなく安全に電力遮断を行うことができる。
【００４４】
　図４には、第４の実施形態に係る壁スイッチ１０Ｃと照明制御器３０Ｂの構成図が示さ
れている。この実施形態では、壁スイッチ１０Ｃに、第３の実施形態に用いられたタイマ
１８に代えて電流検出部１９が備えられている。負荷側給電ライン３、３には、カレント
トランスなどの電流センサ５が設けられており、その出力に基づき電流検出部１９が電流
量を検出している。
【００４５】
　制御部１１Ｃは、電流検出部１９により検出された電流量を取り込んでいる。制御部１
１Ｃは、取り込んだ電流量が所定以下となったことが検出された場合にスイッチ接点１４
を開放する。
【００４６】
　この構成によれば、操作入力部１２による操作によって、直流電力の供給及び供給停止
を指示が制御部１１Ｃへ与えられると、照明制御器３０Ｂへ電力遮断の通知が行われる。
これに応じてコントローラ３１は、電源部３３の電力供給調整部３４を制御して、電流量
をスイッチ接点１４においてアークが発生しない程度に微小またはゼロとする電力供給制
御を実行する。ここまでの動作は、第３の実施形態の動作に等しい。
【００４７】
　次に、制御部１１Ｃは、電流検出部１９により検出された電流量を監視し、検出電流量
が，スイッチ接点１４においてアークが発生しない程度の所定値以下となったことが検出
された場合にスイッチ接点１４を開放する。
【００４８】
　この実施形態に係る直流電力スイッチ装置によれば、負荷側給電ライン３、３に流れる
電流を検出して、検出電流量が所定以下となったことを検出した場合に、スイッチ接点１
４を開放するので、スイッチ接点１４にアークが生じない状態で安全に直流電力を遮断す
ることができる。
【００４９】
　図５には、第５の実施形態に係る壁スイッチ１０Ｄと照明制御器３０Ｄによる照明シス
テムの構成図が示されている。この実施形態では、複数の照明制御器３０Ｄ－１～３０Ｄ
－ｎ（ｎは２以上の整数）が設けられている。照明制御器３０Ｄ－１～３０Ｄ－ｎは、そ
れぞれ複数の照明負荷２０、・・・、２０に接続されている。
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【００５０】
　照明制御器３０Ｄ－１～３０Ｄ－ｎは、それぞれ、コントローラ３１Ｄ、電源部３３Ｄ
、通信部３５Ｄを備えている。電源部３３Ｄは、負荷側給電ライン３、３から取り込んだ
直流電力の電圧を必要により変換して、コントローラ３１Ｄと通信部３２Ｄへ与えると共
に複数の照明負荷２０、・・・、２０にも供給する。電源部３３Ｄには、照明負荷２０へ
与える電力を作成する回路或いは給電を行う回路が備えられ、この回路内には、半導体ス
イッチや可変抵抗により構成される電力供給調整部３４Ｄが設けられている。電力供給調
整部３４Ｄは、コントローラ３１Ｄに制御されて、スイッチ接点１４（１４－１～１４－
ｎ）においてアークが発生しない電流値まで電流を減少させる電力制御を行う。
【００５１】
　壁スイッチ１０Ｄには、照明制御器３０Ｄ－１～３０Ｄ－ｎに電源側給電ライン２、２
を介して接続されるスイッチ接点１４－１～１４－ｎが備えられている。操作入力部１２
Ｄは、各照明制御器３０Ｄ－１～３０Ｄ－ｎの照明負荷２０に対する電力制御の指示を入
力することが可能な操作部を有している。操作部を操作すると、操作入力部１２Ｄが制御
部１１Ｄへ各照明制御器３０Ｄ－１～３０Ｄ－ｎ中の該当照明制御器３０Ｄの直流電力の
供給及び供給停止を指示する。制御部１１Ｄは、操作入力部１２Ｄにより所望照明制御器
３０Ｄの直流電力の供給停止を指示された場合には、送受信部１６Ｄに該当照明制御器３
０Ｄへ電力遮断の通知を行わせる。
【００５２】
　送受信部１６Ｄは、照明制御器３０Ｄ－１～３０Ｄ－ｎの通信部３５Ｄと通信可能であ
り、例えば、通信情報にアドレスを含ませて照明制御器３０Ｄ－１～３０Ｄ－ｎの識別を
行う。以上の構成を除き、本実施形態の構成は、第２の実施形態の構成に等しい。
【００５３】
　この構成によれば、照明制御器３０Ｄ－１～３０Ｄ－ｎに対し個別に直流電力の供給と
その停止を行うことができる。しかも、スイッチ接点１４－１～１４－ｎの開放に拘らず
アークが発生することなく安全に電力遮断を行うことが期待できる。この実施形態のよう
に、複数の照明制御器３０Ｄ－１～３０Ｄ－ｎと、それぞれに複数の照明負荷２０、・・
・、２０を設け、照明制御器３０Ｄ－１～３０Ｄ－ｎに対し個別に直流電力の供給とその
停止を行う構成は、第１の実施形態から第４の実施形態と第６の実施形態のいずれにおい
ても採用することが可能である。
【００５４】
　図６には、第６の実施形態に係る壁スイッチ１０Ｅと照明制御器３０Ｅによる照明シス
テムの構成図が示されている。この実施形態では、壁スイッチ１０Ｅの送受信部１７Ｅと
照明制御器３０Ｅの送受信部３６Ｅが、有線または無線の回線４を介して双方向に通信を
行う。操作入力部１２による操作によって、直流電力の供給及び供給停止を指示が制御部
１１Ｅへ与えられると、送受信部１７Ｅから照明制御器３０Ｅの送受信部３６Ｅへ電力遮
断の通知が行われる。
【００５５】
　上記の通知を送受信部３６Ｅから受け取ったコントローラ３１Ｅは、電源部３３の電力
供給調整部３４を制御して、スイッチ接点１４においてアークが発生しない電流値まで電
流を減少させる電力供給制御を実行すると共に、電力供給制御の応答（ＡＣＫ）を送受信
部３６Ｅから送受信部１７Ｅへ送出させる。
【００５６】
　制御部１１Ｅは、送受信部１７Ｅから電力供給制御の応答（ＡＣＫ）を受け取り、且つ
、電流検出部１９により検出された電流量を監視し、検出電流量が所定以下となったこと
が検出された場合にスイッチ接点１４を開放する。以上の構成以外は、第４の実施形態と
同じ構成を有している。この第５の実施形態によっても、スイッチ接点１４の開放に拘ら
ずアークは発生することなく安全に電力遮断を行うことができる。
【００５７】
　この第６の実施形態によると、電力供給制御の応答（ＡＣＫ）が返されて来たことと、
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うダブルチェックによって、スイッチ接点１４の開放を行うことになる。このため、ダブ
ルチェックによってスイッチ接点１４の開放を行うことになり、スイッチ接点１４の開放
に拘らずアークは発生しないことが確実であり、安全に電力遮断を行うことができシステ
ムの安全性が向上する。
【００５８】
　なお、上記第２～６の実施形態において、照明制御器３０Ａ～３０Ｅに電力を供給する
場合は、第１の実施形態と同様に、スイッチ接点１４を閉じた後に照明制御器３０Ａ～３
０Ｅへ電力供給の通知を行う。また、いずれの実施形態においても、スイッチ接点１４が
閉じられた直後のコントローラ３１の立ち上げ時には、負荷側給電ライン３、３に流れる
電流を、低電流の状態としておくことができる。その後、所定の時間が経過してから照明
負荷２０へ給電が可能なように出力を上昇させる制御を行うことができる。これによって
、スイッチ接点１４を閉じた直後の不安定な状態において大電流が流れることを防止でき
、安全な電力供給が期待できる。
【００５９】
　また、スイッチ接点１４を開放するときには、照明制御器３０～３０Ｅが壁スイッチ１
０Ａ～１０Ｅ側から信号を受信するために必要な待機電力を消費する待機状態として、次
に、スイッチ接点１４においてアークが発生しない電流値まで電流を減少させる電力制御
を行うことができる。
【００６０】
　また、上記実施形態は適宜組み合わせて構成することができ、例えば第３または第４の
実施形態で電力供給または遮断の通知を負荷側給電ライン３、３に重畳させて行うなど、
本発明の主旨に応じて様々な変形を行うことが可能である。
【符号の説明】
【００６１】
２　電源側給電ライン　　　　　　　　　３　負荷側給電ライン
５　電流センサ　　　　　　　　　　　　１０、１０Ａ～１０Ｅ　壁スイッチ
１１、１１Ｂ、１１Ｃ　制御部　　　　　１２　操作入力部
１３　電源部　　　　　　　　　　　　　１４　スイッチ接点
１８　タイマ　　　　　　　　　　　　　１９　電流検出部
２０　照明負荷　　　　　　　　　　　　３０、３０Ａ～３０Ｅ　照明制御器
３１　コントローラ　　　　　　　　　　３３　電源部
３４　電力供給調整部



(10) JP 5582007 B2 2014.9.3

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(11) JP 5582007 B2 2014.9.3

【図５】 【図６】



(12) JP 5582007 B2 2014.9.3

10

20

30

フロントページの続き

(72)発明者  大武　寛和
            神奈川県横須賀市船越町１丁目２０１番１　東芝ライテック株式会社内
(72)発明者  松田　光弘
            神奈川県横須賀市船越町１丁目２０１番１　東芝ライテック株式会社内
(72)発明者  後藤　晃喜
            神奈川県横須賀市船越町１丁目２０１番１　東芝ライテック株式会社内
(72)発明者  高橋　雄治
            神奈川県横須賀市船越町１丁目２０１番１　東芝ライテック株式会社内
(72)発明者  北村　紀之
            神奈川県横須賀市船越町１丁目２０１番１　東芝ライテック株式会社内
(72)発明者  山崎　勇生
            神奈川県横須賀市船越町１丁目２０１番１　東芝ライテック株式会社内
(72)発明者  内野　勝友
            神奈川県横須賀市船越町１丁目２０１番１　東芝ライテック株式会社内
(72)発明者  神代　真一
            神奈川県横須賀市船越町１丁目２０１番１　東芝ライテック株式会社内

    審査官  田中　寛人

(56)参考文献  特開２００４－０２６０１０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－２３３１２０（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開平０２－００６６４７（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開昭６２－０８２６２２（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０１Ｈ９／５４
              Ｈ０２Ｊ１／００－１／１６
              Ｈ０５Ｂ３７／０２


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

